
H28.4.1

＜公開用＞

1

施工体制事前提出方式（オープンブック方式）について

§１ 工事費内訳書の提出

第１ 入札に参加される皆様へ

宮城県では建設業法第１８条に基づく「各々の対等な立場における合意に基づく公正な契約の締結」

の促進と，工事目的物の品質の確保，安全性の確保及び適切な労働条件の確保を目的として，工事請負

契約締結に先立ち，落札予定者が自らの積算内容及び工事の施工体制を明らかにする方式（オープンブ

ック方式）を導入しております。

入札に際しては，全ての入札参加者に工事費内訳書を提出していただきます。

第２ 適用工事

入札後審査方式一般競争入札（ダイレクト型）及び指名競争入札で発注する全ての建設工事に適用し

ます。

ただし，当分の間は，下請企業，下請金額及び労務賃金調書は，下請承認時に記載するものとします。

第３ オープンブック方式の概要

（１）「工事費内訳書」の提出

全ての入札参加者に，入札時において「工事費内訳書」を提出していただきます。

（２）「工事費内訳書」

工事費内訳書は，Microsoft Excelで作成された様式で，下図のような「工事費内訳書」と「労務賃

金調書」のふたつの様式で構成されています。

なお，工事費内訳書の詳細については，別に定める「工事費内訳書記入要領」を参照して下さい。

ただし，当分の間は，工事費内訳書のみ記載します。※入札時は下請企業等の記載は不要です。

□工事費内訳書
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□労務賃金調書

（３）「工事費内訳書」の入手方法

工事費内訳書様式は，宮城県建設工事等電子入札システムの入札情報サービスシステムにおいて入

札公告毎に添付されているものをダウンロードして下さい。

（４）「工事費内訳書」の提出方法

必要事項を入力した工事費内訳書を，電子入札システム内の入札書の提出時に添付ファイルとして

提出してください。紙入札の場合は，フロッピーディスク（以下「ＦＤ」という。）等に保存し，入札

書を提出する中封筒に同封して提出して下さい。

第４ 「工事費内訳書」を用いた調査

（１）調査基準価格を下回る入札における落札候補者の選定

当該工事の入札結果が調査基準価格を下回った場合，入札者から提出された「工事費内訳書」につ

いて調査を行い，落札候補者の選定を行います。

（２）調査基準価格を下回る入札における落札候補者に対する履行能力確認調査

当該工事の入札結果が調査基準価格を下回った場合，落札候補者から提出された「工事費内訳書」

について調査を行い，適否の判定を行います。

（３）落札後における公正な元請下請関係を築くための施工体制確認調査

当該工事の落札者から提出された「工事費内訳書」を保存しておき，工事請負契約締結後に当該落

札者（請負者）から提出される宮城県建設工事元請・下請関係適正化要綱（平成 1３年 4 月１日施行。

以下「元下要綱」という。）第７条第２項に基づく書類（以下「書類」という。）について，元請下請

の施工体制確認，一次下請承認の適否確認，良好な元請下請関係を構築するための調査を行います。
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※（ ）は，紙入札の場合

工事費内訳書の利用イメージ

－入札公告－
１．工事内容

２．入札参加資格等

３．提出資料の説明

・工事費内訳書

- 入札情報ｻｰﾋﾞｽで公開 -
◎電子ファイルの貼付

・工事費内訳書

－入札情報の入手－
１．入札情報サービス

２．掲示板，業界紙

－入札案件の確認－
１．設計図書類の入手

２．入札参加資格の確認
－設計図書等の閲覧－
１． 対象工事

２．入札参加資格等
－工事費の積算－

１．実行予算の積算

２．下請業者への積算依頼

－入札書の送付－
１．電子入札システムの入札書

（配達証明付郵便）

２．工事費内訳書電子ファイル

（工事費内訳書ＦＤ等）

入札書と工事費内訳書の

受領確認（受領・保管）

―開札執行―

適格者か

－落札決定・契約締結－

YES

NO

YES

NO

工事費内訳書による履行能力確認調査

工事費内訳書による施工体制確認調査

適切な下請か―下請の不承認―

―元請への指導―

－適正な施工体制の確保－

YES

NO

入札参加資格の確認

入札参加資格の確認

入札参加者 発注機関

調査基準価格を

下回る入札か

失格判断基準額

未満か

NO

YES
―不適格者―

―次候補の確認―


